
京都府内の障害者の雇用状況について

（平成１９年６月１日現在の障害者雇用状況）

京都労働局では、身体障害者、知的障害者及び精神障害者（以下「障害者」という。）の雇用

状況について、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づき、障害者を雇用する義務

のある事業主及び機関から平成１９年６月１日現在における障害者雇用状況の報告を求め、こ

れを集計しました。その結果は次のとおりです。

なお、精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）については、一昨年の「障害者の雇用

の促進等に関する法律」の一部改正を受け、平成１８年４月１日より実雇用率算定の対象とな

っています。

１ 民間企業の雇用状況［詳細は別表１～４参照］

雇用障害者数５，９３１人（前年５，５８４．５人）、実雇用率１．７１％（前年１．６４％）

と、実雇用率は前年を０．０７ポイント上回るとともに、法定雇用数達成企業の割合は４５．

７％（前年４４．５％）と、前年を１．２ポイント上回る結果となった。

今回の実雇用率１．７１％はこれまでで最も高い雇用率となっており、また、対前年比０．

０７ポイント増についても、法定雇用率が１．８％となった平成１１年以降最も高い伸び率

となっている。

雇用障害者数について（※１～３）

※１ 重度身体障害者及び重度知的障害者（１週間の所定労働時間が３０時間以上の者）につ

いては、１人の雇用をもって２人に相当するものとしてカウントする。

※２ 重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０

時間以上３０時間未満の者）については、１人の雇用をもって１人としてカウントする。

※３ 精神障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の

者）については、１人の雇用をもって０．５人とカウントする。

（１）法定雇用率１．８％が適用される一般の民間企業（常用労働者数５６人以上の企業）は

１，３９７社（前年１，３５１社）と前年より４６社増加し、雇用されている障害者数は

５，９３１人（前年５，５８４．５人）と前年より３４６．５人増加した。

なお、雇用されている障害者のうち、身体障害者は４，９１７人（前年４，６９９人）、

知的障害者は９５１人（前年８５３人）、精神障害者は６３．０人（前年３２．５人）であ

った。

また、実雇用率は１．７１％（前年１．６４％）と前年を０．０７ポイント上回った。



（２）法定雇用率１．８％が適用される一般の民間企業（常用労働者数５６人以上の企業）１，

３９７社のうち、法定雇用率に基づく法定雇用数を達成している企業は６３９社（前年６

０１社）と前年より３８社増加した。

また、法定雇用数達成企業の割合は４５．７％（前年４４．５％）と前年を１．２ポイ

ント上回った。

（３）企業規模別でみた実雇用率は、５６～９９人規模では１．８４％、１００～２９９人規

模では１．５７％、３００～４９９人規模では１．７２％、５００～９９９人規模では１．

５６％、１０００人以上規模では１．８１％と、全ての企業規模において前年を上回った。

（４）産業別でみた実雇用率は、医療・福祉業では２．４３％、運輸業では２．３０％、サー

ビス業では１．９５％、建設業では１．８３％、複合サービス業では１．７８％、製造業

では１．７０％、教育・学習支援業では１．４３％、金融・保険・不動産業では１．３９％、

情報通信業では１．２９％、卸売・小売業では１．０６％、飲食店・宿泊業では０．９８％、

電気・ガス・熱供給・水道業では０．００％であった。

２ 地方公共団体（京都府及び府内の各市町村等の機関）における障害者の在職状況

京都府の機関に在職している障害者の数は３３７人（前年３４１人）、実雇用率は２．３６％

（前年２．３６％）と前年と同率であった。

市町村等の機関に在職している障害者の数は６４４人（前年５８７人）、実雇用率は２．４

８％（前年２．２４％）と前年を０．２４ポイント上回った。

在職障害者数について（※１～３）

※１ 重度身体障害者及び重度知的障害者（１週間の所定労働時間が３０時間以上の者）につ

いては、１人の在職者をもって２人に相当するものとしてカウントされる。

※２ 重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間職員（１週間の所定労働時間が２０時

間以上３０時間未満の者）については、１人の在職者をもって１人としてカウントされる。

※３ 精神障害者である短時間職員（１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の

者）については、１人の在職者をもって０．５人とカウントされる。



法定雇用率 法定雇用率

達成企業の 達成企業の

（％） 割合（％） （％） 割合（％）

平成１９年 ７１，２２４ １．５５ ４３．８ １、３９７ １．７１ ４５．７

平成１８年 ６７、１６８ １．５２ ４３．４ １、３５１ １．６４ ４４．５

平成１７年 ６５、４４９ １．４９ ４２．１ １、３１６ １．６３ ４４．６

平成１６年 ６３、９９３ １．４６ ４１．７ １、２８０ １．６３ ４５．３

平成１５年 ６１、０２５ １．４８ ４２．５ １、２００ １．５７ ４５．２

平成１４年 ６０、９３８ １．４７ ４２．５ １、１７０ １．５６ ４６．９

（別表２） 民間企業における企業規模別実雇用率

平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

５６ ～ ９９人 １．４６ １．４６ １．４３ １．６６ １．７８ １．８４

１００～２９９人 １．２４ １．２７ １．３０ １．４７ １．４９ １．５７

３００～４９９人 １．４６ １．４８ １．４９ １．５７ １．６１ １．７２

５００～９９９人 １．４８ １．５３ １．５７ １．５９ １．５２ １．５６

１，０００人以上 １．６５ １．６９ １．７４ １．７７ １．７６ １．８１

全 体 １．４９ １．５２ １．５５ １．６３ １．６４ １．７１

（別表１） 民間企業における障害者の雇用状況

全 国 京 都 府

全 国 京 都 府

企業数 企業数実雇用率 実雇用率



平成１８年 平成１９年 平成１８年 平成１９年

（％） （％） （％） （％）

農林漁業 １．７６ １．７７ － －

鉱業 １．５８ １．４６ － －

建設業 １．４３ １．４６ １．７９ １．８３

製造業 １．７０ １．７３ １．６６ １．７０

電 気・ガ ス・熱供給・水道
業

１．８２ １．８６ １．０８ ０．００

情報通信業 １．１８ １．２０ １．３６ １．２９

運輸業 １．６９ １．７１ ２．２７ ２．３０

卸売・小売業 １．２５ １．３１ １．０４ １．０６

金融・保険・不動産業 １．４５ １．４８ １．３７ １．３９

飲食店・宿泊業 １．４０ １．４３ ０．９１ ０．９８

医療・福祉業 １．８４ １．９０ ２．２２ ２．４３

教育・学習支援業 １．２６ １．３０ １．５１ １．４３

複合サービス業 １．３３ １．４０ １．３３ １．７８

サービス業 １．４３ １．４５ １．８４ １．９５

全 体 １．５２ １．５５ １．６４ １．７１

全 国 京 都 府

（別表３） 民間企業における産業別実雇用率



④＋⑧＋
⑪

前年

農林漁業 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

鉱業 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

建設業 23 13 56.5% 2,021 9 18 0 36 0 1 0 1 0 0 0.0 37.0 1.83% 1.79%

製造業 449 229 51.0% 141,882 622 847 20 2,111 42 189 1 274 18 6 21.0 2,406.0 1.70% 1.66%

電気・ガス・
熱供給・水道

業
2 0 0.0% 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.00% 1.08%

情報通信業 34 12 35.3% 9,395 31 55 0 117 0 2 0 2 2 0 2.0 121.0 1.29% 1.36%

運輸業 76 49 64.5% 35,169 168 352 8 696 19 72 1 111 2 1 2.5 809.5 2.30% 2.27%

卸売・小売業 285 97 34.0% 48,208 99 198 10 406 7 74 4 92 10 6 13.0 511.0 1.06% 1.04%

金融・保険・
不動産業

39 10 25.6% 18,519 68 120 1 257 0 0 0 0 1 0 1.0 258.0 1.39% 1.37%

飲食店・宿泊業 49 13 26.5% 9,727 18 37 2 75 4 8 0 16 4 1 4.5 95.5 0.98% 0.91%

医療・福祉 188 111 59.0% 31,851 183 223 18 607 28 92 9 157 7 4 9.0 773.0 2.43% 2.22%

教育・学習支援業 49 22 44.9% 10,752 37 79 0 153 0 1 0 1 0 0 0.0 154.0 1.43% 1.51%

複合サ-ビス業 9 3 33.3% 2,466 8 14 0 30 1 9 2 13 1 0 1.0 44.0 1.78% 1.33%

サービス業 194 80 41.2% 37,058 102 215 10 429 69 146 0 284 7 4 9.0 722.0 1.95% 1.84%

1,397 639 45.7% 347,299 1,345 2,158 69 4,917 170 594 17 951 52 22 63.0 5,931.0 1.71% 1.64%

５６～９９人 540 237 43.9% 39,156 94 220 3 411 68 153 3 292 14 6 17.0 720.0 1.84% 1.78%

１００～２９９人 640 299 46.7% 98,210 308 629 27 1,272 34 175 9 252 15 9 19.5 1,543.5 1.57% 1.49%

３００～４９９人 100 50 50.0% 33,929 123 218 7 471 22 59 2 105 5 3 6.5 582.5 1.72% 1.61%

５００～９９９人 68 26 38.2% 40,148 143 258 15 559 7 46 2 62 4 1 4.5 625.5 1.56% 1.52%

１０００人以上 49 27 55.1% 135,856 677 833 17 2,204 39 161 1 240 14 3 15.5 2,459.5 1.81% 1.76%

1,397 639 45.7% 347,299 1,345 2,158 69 4,917 170 594 17 951 52 22 63.0 5,931.0 1.71% 1.64%

（注）

民間企業における産業別・規模別障害者雇用状況［詳細表］

（別表４）

合 計

規

模

別

合 計

合計

⑩ 短時
間

② 重度
障害者
以外の
障害者

産

業

別

知的障害者数

④ 計
（①×
２＋②
＋③）

身体障害者数

うち法
定雇用
率達成
企業数

③ 短時
間重度
障害者

３．精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の者）について

は、１人の雇用を０．５人とカウントする。

法定雇
用率達
成企業
の割合
（％）

⑤ 重度
障害者

⑥ 重度
障害者
以外の
障害者

① 重度
障害者

精神障害者数

⑨ 短時
間以外

企業数

１人の雇用を１人としてカウントする。

⑧計
（⑤×
２＋⑥
＋⑦）

２．重度身体障害者及び重度知的障害者（１週間の所定労働時間が３０時間以上の者）については、１人の雇用を２人に相当するものとして

カウントする。

また、重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の者）については、

１．算定基礎労働者数とは労働者総数から除外率相当数を除いた雇用率算定の基礎となる労働者数である。

⑪ 計
（⑨＋
⑩×
０．
５）

実雇用率（％）

算定基礎
労働者数 ⑦ 短時

間重度
障害者
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